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県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
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及
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的
任
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職
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管
理
規
程

の
一
部
を
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正
す
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臨
時
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員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
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を
改
正
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る
訓
令

(

同

)
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��

○
学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

…
��

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
八
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第

七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
号
中

｢

規
定｣

の
下
に

｢
(

勤
務
時
間
が
正
職
員
の
例
に
よ
ら
な
い
も
の
に
あ
つ

て
は
、
服
務
規
程
第
七
条
の
三
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

別
表
の
年
次
休
暇
の
項
中

｢

二
十
日｣

の
下
に

｢
(

勤
務
時
間
が
一
週
間
当
た
り
三
十
時
間
未
満

で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
別
に
定
め
る
日
数)

｣

を
加
え
、
同
表
の
特
別
休
暇
の
項
中

｢

証
人｣

を

｢

裁
判
員
、
証
人｣

に
、

｢
｢

を

に
、

｢

小
学
校
就
学
の
始
期

｣
｣

に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者｣

を

｢

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者｣

に
、

｢

学
校
保
健
法｣

を

｢

学
校
保
健
安
全
法｣

に
、

｢

第
四
条｣

を

｢

第
十
一
条｣

に
改
め
、
同
表
の

備
考
一
中

｢

及
び
小
学
校
就
学｣

を

｢

及
び
中
学
校
就
学｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
特
別
休
暇
の
項
の

改
正
規
定

(
｢

証
人｣

を

｢

裁
判
員
、
証
人｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
同
年
五
月
二
十
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

青
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県
訓
令
甲
第
九
号

庁

中
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先
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関
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(

月
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日)

号
外
第
二
十
四
号

一
日
、
半
日
又
は
一
時
間

一
日
、
半
日
又
は
一
時
間

一
日
、
半
日
又
は
一
時
間



( )

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中

｢

。
以
下

｢
勤
務
時
間
条
例｣

と
い
う
。｣

を
削
る
。

第
六
条
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

福
祉
業
務
手
当

第
七
条
第
一
項
中
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
第
六
号
を
第
三
号
と
し
、
第
七
号
及
び
第

八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

五

狂
犬
病
予
防
等
作
業
手
当

六

犯
則
取
締
等
手
当

七

実
習
指
導
補
助
手
当

第
七
条
第
一
項
中
第
十
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
条
第
二

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
又
は
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
看
護
助
手

(

技
能
技
師
の
う
ち
看
護
補
助
業
務
従
事
の
発
令
を
受
け
て
い
る
職
員
を
い
う
。)
が
、
看
護
補

助
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
福
祉
業
務
手
当
を
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
勤
務
一
月

に
つ
き
一
万
二
千
六
百
円

(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
日

一
日
に
つ
き
六
百
円)

と
す
る
。

第
七
条
第
三
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中｢

又
は
ね
こ｣

を｢

若
し
く
は
ね
こ｣

に
、

｢

又
は
収
容｣

を

｢

若
し
く
は
収
容
又
は
収
容
し
た
犬
若
し
く
は
ね
こ
の
殺
処
分｣

に
、

｢

野
犬
捕
獲
等
作
業
手
当｣

を

｢

狂
犬
病
予
防
等
作
業
手
当｣

に
、

｢

四
百
三
十
円｣

を

｢

三
百

円｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中

｢

人
事

委
員
会
規
則
七
―
一
四
八

(

農
業
者
育
成
業
務
手
当)

第
三
条｣

を

｢

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一

三
五

(

実
習
指
導
手
当)

第
三
条
第
二
項｣

に
、

｢

農
業
者
育
成
業
務
補
助
手
当｣

を

｢

実
習
指

導
補
助
手
当｣

に
、

｢

五
百
円

(

一
日
の
従
事
時
間
が
三
時
間
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

二
百
五
十
円)

｣

を

｢

三
百
円｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中

｢

農

業
者
育
成
業
務
補
助
手
当｣

を

｢

実
習
指
導
補
助
手
当｣

に
改
め
、

｢

統
合
庶
務
シ
ス
テ
ム｣

の

下
に

｢
(

通
信
機
器
及
び
通
信
回
線
に
よ
り
相
互
に
接
続
さ
れ
た
電
子
計
算
機
、
印
刷
装
置
等
の

複
合
体
を
利
用
し
て
行
う
職
員
の
服
務
に
関
す
る
届
出
等
に
係
る
業
務
処
理
の
体
系
を
い
う
。)

｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６

福
祉
業
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
他
の
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

７

職
員
が
同
一
の
日
に
お
い
て
、
特
殊
勤
務
手
当(

以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て｢

手
当｣

と
い
う
。)

が
支
給
さ
れ
る
業
務
等

(

福
祉
業
務
手
当
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
二
以
上
従
事
し
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
従
事
し
た
業
務
等
に
係
る
手
当
の
う
ち
最
も
多
額
の
も
の
の
み
を
支
給
す
る
こ

と
と
し
、
他
の
手
当
は
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
最
も
多
額
の
も
の
が
二
以
上
あ
る

と
き
は
、
い
ず
れ
か
一
の
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
、
他
の
手
当
は
支
給
し
な
い
。

第
七
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
九
条
中

｢

一
般
職
員｣

を

｢

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例

第
三
十
七
号)

の
適
用
を
受
け
る
者

(

以
下

｢

一
般
職
員｣

と
い
う
。)

｣

に
、

｢

給
料
の
月
額｣

を

｢

給
料
月
額｣

に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
条
中

｢

別
表
第
八｣

を

｢

別
表
第
六｣

に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十

条
と
す
る
。

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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( )
別
表
第
三
(第
三
条
関
係
)

級
別
標
準
職
務
表

青 森 県 報平成21年３月30日 月曜日 号外第24号 4

職
務
の
級

標
準
的
な
職
務

１
級
技
能
技
師
､
技
能
主
事
等
の
職
務

２
級
相
当
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
能
技
師
､
技
能
主
事
等
の
職

務

３
級
高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
能
技
師
､
技
能
主
事
等
の
職

務

４
級
高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
し
､
困
難
な
業
務
を
行
う
技
能
技
師

等
の
職
務

５
級
高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
し
､
特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
技
能

技
師
等
の
職
務
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( )
｢

別
表
第
四
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成21年３月30日 月曜日 号外第24号5
職

務
の

級

１
級
２
級
３
級
４
級

９
知
事
が

別
に
定

め
る
｡

０
９

12
知
事
が

別
に
定

め
る
｡

０
12

12
知
事
が

別
に
定

め
る
｡

０
12

13

０
13

職
務

の
級

１
級
２
級
３
級
４
級
５
級

２
６
知
事
が

別
に
定

め
る
｡

知
事
が

別
に
定

め
る
｡

０
２

８

５
６
知
事
が

別
に
定

め
る
｡

知
事
が

別
に
定

め
る
｡

０
５

11

５
６
知
事
が

別
に
定

め
る
｡

知
事
が

別
に
定

め
る
｡

０
５

11

６
６
知
事
が

別
に
定

め
る
｡

知
事
が

別
に
定

め
る
｡

０
６

12
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( )

別
表
第
七
及
び
別
表
第
八
を
削
る
。

附

則

(
施
行
期
日)

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

特
定
の
職
務
の
級
の
切
替
え)

２

次
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
き
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の

前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級

(

以
下

｢

旧
級｣

と
い
う
。)

が
附
則
別
表
第

一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
職
員
の
施
行
日
に
お
け
る
職
務
の
級(

以
下｢

新
級｣

と
い
う
。)

は
、
旧
級
に
対
応
す
る
同
表
の
新
級
欄
に
定
め
る
職
務
の
級
と
す
る
。

３

旧
級
が
一
級
で
あ
っ
た
職
員
の
新
級
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
附

則
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
号
給
に
対
応
す
る
同
表
の
新
級
欄
に
定
め
る
職
務
の
級
と
す
る
。

(

号
給
の
切
替
え)

４

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

以
下

｢

規
程｣

と
い
う
。)

別
表
第
二
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
の
施
行
日
に
お
け
る
号
給

(

以
下

｢

新
号
給｣

と
い
う
。)

は
、
旧
級
及
び
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給

(

以
下

｢

旧

号
給｣

と
い
う
。)

に
応
じ
て
附
則
別
表
第
二
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

(

施
行
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整)

５

施
行
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
及
び
知
事
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

の
新
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
施
行
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も

の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
等
の
基
礎)

６

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
職
員

が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
は
、
改
正
前
の
規
程
の
規
定
に
従
っ

て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置)

７

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月

額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員

(

知
事
が
定
め
る
職

員
を
除
く
。)

に
は
、
給
料
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

８

施
行
日
以
降
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
つ
い
て
、
任
用
の
事

情
等
を
考
慮
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
は
、
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、

給
料
を
支
給
す
る
。

(

再
任
用
職
員
の
給
料
月
額
に
関
す
る
特
例)

９

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
規
程
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
任
用

職
員
の
改
正
後
の
規
程
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

｢204,200｣

と
あ
る
の
は

｢2

14,600｣

、

｢226,400｣

と
あ
る
の
は

｢236,800｣

と
す
る
。

(

施
行
事
項)

10

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
知
事
が
定
め
る
。
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( )

青
森
県
訓
令
甲
第
十
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

診
療
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

診
療
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

診
療
手
当
支
給
規
程

(

昭
和
二
十
七
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
十
二
条｣

を

｢

第
十
四
条｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

次
に
掲
げ
る
額｣

を

｢

、
別
表
第
二
に
定
め
る
職
員
が
、
救
急
患
者
又
は
入

院
患
者
の
病
状
の
急
変
等
に
よ
り
、
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
出
勤
し
、
当
該
患
者
の
診
療
に
従
事
し

た
場
合
の
勤
務
一
回
に
つ
き
千
六
百
二
十
円
と
し
て
計
算
し
て
得
た
額｣

に
改
め
、
同
項
各
号
を
削

り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い

る
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

｢

別
表
第
一
に
定
め
る
額｣

と
あ

る
の
は
、

｢

別
表
第
一
に
定
め
る
額
に
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
四
年
三
月
青

森
県
条
例
第
五
号)

第
十
七
条

(

同
条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
七
月
青

森
県
条
例
第
十
六
号)

第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(

そ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額)

｣

と
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中

｢

及
び
前
条
第
一
号
の
額｣

を
削
り
、

｢

週
休
日｣

を

｢

職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
週
休
日｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
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( )
｢

を

｣

｢

に
、｢

十
一
年
以
上｣

｣

を

｢

十
年
以
上｣

に
、

｢

十
一
年
未
満｣

を

｢
十
年
未
満｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
三
を
別
表
第
二
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

危
険
作
業
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

危
険
作
業
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

危
険
作
業
手
当
支
給
規
程

(

昭
和
三
十
三
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
二
条
第
十
号｣

を

｢

第
二
条
第
六
号｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中

｢

地
域
連
携
部
、
地
域
健
康
福
祉
部
、｣

及
び

｢

、
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー｣

を
削
る
。

第
三
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

十
一
月
か
ら
翌
年
の
四
月
ま
で
の
期
間
内
に
お
け
る
滑
走
路
の
摩
擦
係
数
を
測
定
す
る
作
業

第
三
条
第
四
号
を
削
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

手
当
の
額)

第
四
条

手
当
の
額
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
円
と
す
る
。

第
五
条
中

｢

地
域
連
携
部
長
、
地
域
健
康
福
祉
部
長
、｣

及
び

｢

、
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
所
長｣

を
削
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
二
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程

(

昭
和
三
十
一
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

｢

青 森 県 報平成21年３月30日 月曜日 号外第24号 10

地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長

及
び
こ
ど
も
相
談
総
室
長
、
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー

所
長
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
、
あ
す
な

ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
所
長
、
さ
わ
ら
び
医
療
療

育
セ
ン
タ
ー
所
長

六
五
、
〇
〇
〇
円

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
、
あ
す
な
ろ
医
療

療
育
セ
ン
タ
ー
所
長
、
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン

タ
ー
所
長

八
〇
、
〇
〇
〇
円

地
域
県
民
局
の
地
域
健
康
福
祉
部
の
保
健
総
室
長
、

こ
ど
も
相
談
総
室
長
及
び
福
祉
こ
ど
も
総
室
長
、

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
所
長

六
五
、
〇
〇
〇
円

船
舶
の

漁
業
取
締
船
に

乗
組
む
者

帽

子

船
員
服

夏

服

作
業
服

防
寒
衣

雨
合
羽

ゴ
ム
長
靴

皮

靴

二一一一一一一一

三
年

三
年

三
年

二
年

二
年

二
年

一
年

二
年

制
帽
、
防
寒
帽
各
一

一
般
海
員
型

上
衣
、
ズ
ボ
ン
、
ジ

ャ
ン
パ
ー
各
一



( )

を

｣

｢

に
、

｣

｢

オ
フ
ィ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
系
事
務
科｣

を

｢

オ
フ
ィ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
系
Ｏ
Ａ
事
務
科｣

に
改
め
、

｢

、
工

業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
又
は
ふ
る
さ
と
食

品
研
究
セ
ン
タ
ー｣

、

｢
(

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
農
業
経
営

等
の
調
査
研
究
を
除
く
。)

｣

、｢

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー(

林
業
試
験
場
木
材
加
工
部
に
限
る
。)

又
は｣

及
び

｢

及
び
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
職
員
で
農
業
経
営
等
の
調
査
研
究
に
従

事
す
る
者｣

を
削
る
。

別
表
第
二
企
画
政
策
部
政
策
調
整
課
の
項
を
削
り
、
同
表
児
童
相
談
所
、
子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー

み
ら
い
、
農
業
大
学
校
、
営
農
大
学
校
の
項
中

｢

、
農
業
大
学
校｣

を
削
り
、
同
表
工
業
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー

(

弘
前
地
域
技
術
研
究
所
及
び
八
戸
地
域
技
術
研
究
所
に
限
る
。)

、
農
林
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー

(

林
業
試
験
場
に
限
る
。)

、
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

内
水
面
研
究
所
を
除
く
。)

、

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー

(

農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。)

の
項
、
農
林
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー

(

病
害
虫
防
除
室
、
グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー
、
畑
作
園
芸
試
験
場
、
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン

タ
ー
、
り
ん
ご
試
験
場
、
畜
産
試
験
場
及
び
林
業
試
験
場
を
除
く
。)

の
項
及
び
農
林
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー(

畑
作
園
芸
試
験
場
、
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
及
び
り
ん
ご
試
験
場
に
限
る
。)

の
項
を
削
り
、

同
表
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

病
害
虫
防
除
室
及
び
畑
作
園
芸
試
験
場
に
限
る
。)

の
項
中

｢

農

林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

病
害
虫
防
除
室
及
び
畑
作
園
芸
試
験
場
に
限
る
。)

｣

を

｢

病
害
虫
防
除

所｣

に
改
め
、
同
表
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。)

の
項
か

ら
ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー

(

農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。)

の
項
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

育

委

員

会

産
業
教
育
手
当
支
給
規
則
及
び
定
時
制
通
信
教
育
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

産
業
教
育
手
当
支
給
規
則
及
び
定
時
制
通
信
教
育
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

産
業
教
育
手
当
支
給
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

産
業
教
育
手
当
支
給
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

給
料
月
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額｣

を

｢

一
万
二
千
六
百
円

(

地
方
公
務

員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間

勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(
平
成
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
地
方
公
務
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、

こ
の
額
に
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

第
十
七

条

(

同
条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
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乗
組
職

員

試
験
船
又
は
実

習
用
船
舶
に
乗

り
組
む
者

帽

子

作
業
帽

船
員
服

作
業
服

外
と
う

雨
合
羽

ゴ
ム
長
靴

皮

靴

一一一二一一一一

三
年

一
年

三
年

一
年

三
年

一
年

一
年

三
年

制
帽
、
防
寒
帽
各
一

一
般
海
員
型

上
衣
、
ズ
ボ
ン
、
ジ
ャ

ン
パ
ー
各
一

ダ
ブ
ル
型

船
舶
の
乗
組
職
員

帽

子

船
員
服

夏

服

作
業
服

防
寒
衣

雨
合
羽

ゴ
ム
長
靴

皮

靴

二一一一一一一一

三
年

三
年

三
年

二
年

二
年

二
年

一
年

二
年

制
帽
、
防
寒
帽
各
一

一
般
海
員
型

上
衣
、
ズ
ボ
ン
、
ジ

ャ
ン
パ
ー
各
一



( )

れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗

じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額

と
す
る
。)

｣

に
、

｢

の
産
業
教
育
手
当
の
月
額
は
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る｣

を

｢

に
は
支
給
し
な
い｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中

｢

教
頭
、｣

を
削
る
。

(

定
時
制
通
信
教
育
手
当
支
給
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

定
時
制
通
信
教
育
手
当
支
給
規
則

(

昭
和
三
十
五
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第

七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

支
給
額)

第
二
条

定
時
制
通
信
教
育
手
当
の
月
額
は
、
一
万
二
千
六
百
円

(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占

め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年

七
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
額
に
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

第
十
七

条

(

同
条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ

ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り

捨
て
た
額
と
す
る
。)

と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
五
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

本
務
と
し
て
夜
間
に
お
け
る
定
時
制
の
課

程
の
勤
務｣

を

｢

青
森
県
立
八
戸
水
産
高
等
学
校
の
実
習
船
に
よ
る
漁
業
実
習｣

に
、

｢

学
校
職
員

の
特
殊
勤
務
手
当

(

昭
和
二
十
七
年
六
月
青
森
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇)

第
二
条
第
八
号
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
例｣

を

｢

教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青

森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
四
項
中

｢

指
定
す
る
出
先
機
関
に
お
い
て｣

を

｢

別
に
定
め
る｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
四
項
中

｢

整
理
作
業｣

を

｢

整
理
及
び
図
版
作
成
の
作
業｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
号
中｢

期
限
付
臨
時
職
員｣

の
下
に｢

(

十
五
日
未
満
の
職
員
を
除
く
。)

｣

を
、

｢

規
定｣
の
下
に

｢
(

勤
務
時
間
が
正
職
員
の
例
に
よ
ら
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
服
務
規
程
第
七

条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
条
第
三
号
中

｢

日
々
雇
用
職
員｣

の
下
に

｢

及
び
十
五
日
未
満
の
職
員｣

を
加
え
る
。

別
表
年
次
休
暇
の
項
中

｢
二
十
日｣

の
下
に

｢
(

勤
務
時
間
が
一
週
間
当
た
り
三
十
時
間
未
満
で

あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
別
に
定
め
る
日
数)

｣

を
加
え
、
同
表
特
別
休
暇
の
項
中

｢

証
人｣

を
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( )
｢

裁
判
員
、
証
人｣

に
、

｢

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者｣

を

｢

中
学
校
就

学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者｣

に
、

｢

学
校
保
健
法｣

を

｢

学
校
保
健
安
全
法｣

に
、

｢
第
四
条｣

を

｢

第
十
一
条｣

に
改
め
、
同
表
備
考
一
中

｢

及
び
小
学
校
就
学｣

を

｢

及
び
中
学
校

就
学｣
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中

｢�
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
特
別
休
暇
の
項
の
改

正
規
定

(
｢

証
人｣

を

｢
裁
判
員
、
証
人｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
同
年
五
月
二
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

庁

内

一

般

教

育

事

務

所

各

関

係

学

校

臨
時
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

臨
時
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

臨
時
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
削
る
。

第
七
条
第
二
項
中

｢

第
十
九
条
第
四
項｣

を

｢

第
十
九
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と

す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

庁

内

一

般

教

育

事

務

所

各

関

係

学

校

学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

こ
の
規
程
は
、｣

の
下
に

｢

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六

年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
十
八
条
、
技
能
職
員
等
の
給
与

に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
五
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

第
二
条
第
二
項
及
び｣

を
加
え
、

｢
｢

規
則｣

を

｢
｢

人
事
委
員
会
規
則｣

に
改
め
、

｢
(

以
下

｢

職
員｣

と
い
う
。)

｣

を
削
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

実
習
船
の
乗
組
職
員
に
対
す
る
手
当
の
日
額
等)

第
二
条

条
例
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
手
当
は
、
漁
業
実
習
指
導
に
従
事
す
る
実
習
船
の
乗
組

職
員
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
支
給
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
額
と
す
る
。

一

遠
洋
漁
業
実
習
に
お
い
て
当
該
職
員
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

航
海
中

六
百
円

ロ

操
業
中

次
の
表
に
掲
げ
る
額
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職

種

金

額

船
長

五
、
二
八
〇
円

機
関
長

四
、
二
〇
〇
円

通
信
長

三
、
二
四
〇
円

一
等
航
海
士

一
等
機
関
士

二
、
五
二
〇
円



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

二

沿
岸
漁
業
実
習

(

操
業
中
に
限
る
。)

に
お
い
て
当
該
職
員
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合

三

百
円

第
三
条
を
削
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を

｢
(

整
理
簿
へ
の
記
録
及
び
保
管)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

第
二
号

様
式
に
よ
る｣

を｢

確
認
の
う
え
、｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項｣

を｢

第
一
項｣

に
改
め
、

同
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

２

人
事
委
員
会
規
則
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
手
当
に
係
る
前
項
の
整
理
簿
は
、
第
一

号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
の
一
を
削
る
。

第
二
号
様
式
の
二
中

｢
(第
４
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
３
条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の

１
中

｢第
２
条
第
３
号
､
第
２
条
第
４
号
､
第
２
条
第
５
号
､
第
２
条
第
７
号
ま
た
は
第
２
条
第
９

号
｣

を

｢第
２
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
｣

に
改
め
、
同
注
の
２
を
同
注
の
３
と
し
、
同
注
の
１

の
次
に
２
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
様
式
を
第
一
号
様
式
の
二
と
す
る
。

２
人
事
委
員
会
規
則
７
―
10
(学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
)
第
２
条
第
４
号
の
手
当
額
は
､

勤
務
日
数
が
15日

以
上
の
場
合
は
月
額
12,600円

と
し
､
15日

未
満
の
場
合
は
勤
務
し
た
日

１
日
に
つ
き
600円

と
し
て
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
｡

第
二
号
様
式
の
三
中

｢
(第
４
条
関
係
)
｣

を

｢
(第
３
条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
一

号
様
式
の
一
と
す
る
。

第
二
号
様
式
の
四
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

実
習
船
の
乗
組
職
員
に
対
す
る
漁
ろ
う
手
当
支
給
規
程

(

昭
和
四
十
七
年
十
月
青
森
県
教
育
委

員
会
訓
令
甲
第
十
四
号)

は
、
廃
止
す
る
。
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二
等
航
海
士

二
等
機
関
士

船
舶
通
信

士

甲
板
員

(

甲
板
長)

機
関
員

(

操

機
長)

二
、
二
八
〇
円

甲
板
員

(

司
厨
長
・
甲
板
次
長)

二
、
一
〇
〇
円

甲
板
員

(
冷
凍
作
業
に
従
事
す
る
者)

一
、
六
二
〇
円

甲
板
員

機
関
員

一
、
二
〇
〇
円


